
那須烏山市光化学スモッグ等対応マニュアル 

 
１ 策定の趣旨 

本マニュアルは、那須烏山市光化学スモッグ対策要綱（平成 25 年 4 月 1 日施行）に基づく

緊急時の発令（解除）及び被害発生状況の情報収集に関し、迅速かつ円滑に対応するための具

体的な実施手順書として位置づけ、適切な運用を図るものとする。 
 
２ 対象 

  本マニュアルの対象は、「光化学スモッグ」及び「微小粒子状物質（PM2.5）」とする。 
 
３ 基本的な考え方 

  福島原発事故や中国からの PM2.5 の飛散により、大気汚染等による健康被害に関し市民の関

心は非常に高まっている。このような状況を踏まえ、本マニュアルは市民の健康被害を最小限

に抑制するための当面の措置として運用することとし、国・県の動向や市民からの要望等を踏

まえ、随時見直しを図るものとする。 
   
４ 具体的対応手順 

 （１）光化学スモッグ 
   ①緊急時の発令及び解除の周知体制 
    緊急時の発令及び解除の周知については、別添「発令時の周知体制」に従い、以下によ

り対応する。 
   【平日の対応】 

主管課 周知対象者 周知手法 

環境課 

一般市民・事業者 市火災・防災情報メール、市広

報車（烏山地区） 
総務課・市民課・健康福祉課・こ

ども課・こども館・学校教育課・

生涯学習課・農政課 
電話 

消防本部 電話 
放課後児童クラブ（月曜日のみ） 一斉 FAX 

総務課・市民課 烏山庁舎・南那須庁舎への来庁者 庁内放送 

消防本部 一般市民・事業者（南那須地区） 市防災行政無線 

健康福祉課 

医療機関 一斉 FAX（資料１） 

高齢者福祉施設 一斉 FAX（資料２） 

社会福祉施設 一斉 FAX（資料３） 

こども課 市立及び私立幼稚園・保育園 一斉 FAX（資料４） 

市立保育園・幼稚園 保護者 一斉メール 

私立保育園・幼稚園 保護者 各施設の長⇒電話連絡網 

こども館 放課後児童クラブ 一斉 FAX（資料４） 

放課後児童クラブ 保護者 各施設の長⇒電話連絡網 



主管課等 周知対象者 周知手法 
学校教育課 小・中学校 学校教育課長⇒電話連絡網 
小学校 保護者 一斉メール 
中学校 保護者 一斉メール 
生涯学習課 社会体育施設・運動施設の利用者 施設調整会議、現場訪問対応 

【休日の対応】 

主管課等 周知対象者 周知手法 

環境課 

一般市民・事業者 市火災・防災情報メール、市広

報車（烏山地区） 
医療機関 一斉 FAX（資料１） 
高齢者福祉施設 一斉 FAX（資料２） 
社会福祉施設（土曜日のみ） 
大和久学園が対象 電話 

こども館 電話 
市立・私立保育園(土曜日のみ) 一斉 FAX（資料４） 
小・中学校 学校教育課長⇒電話連絡網 
消防本部 電話 

消防本部 一般市民・事業者（南那須地区） 市防災行政無線 
市立保育園 保護者（土曜日のみ） 一斉メール 
私立保育園 保護者（土曜日のみ） 各施設の長⇒電話連絡網 

小学校 保護者 一斉メール 

中学校 保護者 一斉メール 
    ※上記の周知が隅々に行き渡るまでには相当の時間を要し、健康被害が拡大する恐れも

懸念されることから、上記の主管課等に所属する職員には、可能な限り「市火災・防

災情報メール」の登録をお願いし、迅速な対応を図ることとする。 
 
   ②緊急発令時における回避行動 
    緊急時の発令が発せられた場合には、屋内への退避や不要不急の外出を控えるなどの周

知徹底を図るが、以下の施設については特段の注意を払った対応を図ることとする。 
   【平日の対応】 

対象施設 具体的行動 

小学校 
・発令が解除されるまでの間は、屋内への退避を徹底する。 
・下校時においても発令が解除されない場合には、可能な限りお

迎え下校とする。 

中学校 
・発令が解除されるまでの間は、屋内への退避を徹底する。 
・下校時においても発令が解除されない場合には、保護者の希望

に応じお迎え下校とする。 
市立保育園・幼稚園 
私立保育園・幼稚園 ・発令が解除されるまでの間は、屋内への退避を徹底する。 

社会福祉施設 
・発令が解除されるまでの間は、屋内への退避を徹底する。 
・退所時においても発令が解除されず、保護者の迎えが困難な場

合には、施設の責任において入所者の自宅まで送迎する。 



   【休日の対応】 

対象施設 具体的行動 
小学校（部活動） ・早急に屋内へ退避させ、保護者に連絡のうえお迎え下校とする。 
中学校（部活動） ・早急に屋内へ退避させ、発令解除後に下校とする。 
市立・私立保育園 ・発令が解除されるまでの間は、屋内への退避を徹底する。 

 
   ③被害発生状況の情報収集及び報告 

光化学スモッグが原因と思われる症状があった場合には、別添「発令時の救護体制」に

従い、以下の様式区分により被害状況の報告を行なうものとする。 
     別記様式１･･･人体被害（一般用） 
     別記様式２･･･人体被害（学校用） 
     別記様式３･･･植物被害 
 
 （２）微小粒子状物質（PM2.5） 
   ①測定した直近値が 35μg／㎥を超える場合（県南那須庁舎に設置される測定器の結果に

基づく）の周知体制 
    平日及び休日とも以下により周知する。 

主管課等 周知対象者 周知手法 
環境課 一般市民・事業者 市火災・防災情報メール 

 
   ②注意喚起（1 日平均 70μg／㎥を超えると予想される場合※1,2）発令時の周知体制 
    平日及び休日とも、光化学スモッグの周知体制を準用する。 

※1 午前 5 時から 7 時までの毎正時の測定の平均値が、一局でも 85μg／㎥を超過 
※2 午前 5 時から正午までの毎正時の測定の平均値が、一局でも 80μg／㎥を超過 

 
   ③注意喚起発令時における回避行動 

緊急時の発令が発せられた場合には、屋内への退避や不要不急の外出を控えるなどの周

知徹底を図るが、以下の施設については特段の注意を払った対応を図ることとする。 
   【平日の対応】 

対象施設 具体的行動 

小学校 ・屋内への退避を徹底する。 
・可能な限りお迎え下校とする。 

中学校 ・屋内への退避を徹底する。 
・保護者の希望に応じお迎え下校とする。 

市立保育園・幼稚園 
私立保育園・幼稚園 ・屋内への退避を徹底する。 

社会福祉施設 
・屋内への退避を徹底する。 
・退所時に当たり、保護者の迎えが困難な場合には、施設の責任

において入所者の自宅まで送迎する。 
  

 

 

 

 



  【休日の対応】 

対象施設 具体的行動 

小学校（部活動） 
・原則として登校を中止とする。 
・登校後に注意喚起が発令された場合には、早急に屋内へ退避さ

せ、保護者に連絡のうえお迎え下校とする。 

中学校（部活動） 
・原則として登校を中止とする。 
・登校後に注意喚起が発令された場合には、早急に屋内へ退避さ

せ、即下校とする。 
市立・私立保育園 ・屋内への退避を徹底する。 

 
   ④被害発生状況の情報収集及び報告 
    現時点においては、PM2.5 の注意喚起発令による被害状況の報告は求められていないた

め、情報収集及び報告は実施しない。 
 
５ 周知時の文例 

 （１）光化学スモッグ 
区分 周知文 

発令 

市火災・防災情報

メール 

本日○時○分、那須烏山市内に光化学スモッグ○○報が発令さ

れました。不要不急の外出、屋外での激しい運動、長時間にわた

る換気や窓の開閉にご注意ください。 
また、光化学スモッグが原因と思われる目や喉の痛み、息苦しさ

等、健康被害があった場合には、市環境課までご連絡ください。 
市環境課 83-1120 

防災行政無線・広

報車 

 こちらは、防災那須烏山（市の広報車）です。 
本日○時○分、那須烏山市内に光化学スモッグ○○報が発令さ

れました。不要不急の外出、屋外での激しい運動、長時間にわた

る換気や窓の開閉はお控えください。 

発令替 

市火災・防災情報

メール 

本日、○時○分、那須烏山市内に発令されました光化学スモッ

グ○○報が、△時△分□□報に切り替わりました。不要不急の外

出、屋外での激しい運動、長時間にわたる換気や窓の開閉はお控

えください。 

防災行政無線・広

報車 

こちらは、防災那須烏山（市の広報車）です。 
本日発令されました光化学スモッグ○○報が、□□報に切り替

わりました。不要不急の外出、屋外での激しい運動、長時間にわ

たる換気や窓の開閉はお控えください。 

解除 

市火災・防災情報

メール 
本日○時○分、那須烏山市に発令していました光化学スモッグ

○○報を、○時○分に解除いたしました。 

防災行政無線・広

報車 

こちらは、防災那須烏山（市の広報車）です。 
本日○時○分、那須烏山市に発令していました光化学スモッグ

○○報を、○時○分に解除いたしました。 
 
 
 
 



 （２）微小粒子状物質（PM2.5） 
   ①測定した直近値が 35μg／㎥を超える場合 

区分 周知文 

発令 市火災・防災情

報メール 

本日、微小粒子状物質（PM2.5）が環境基準である 35μg／1
㎥を超えている状況です。特に行動を制約する必要はありません

が、呼吸器系等疾患のある人、こども、高齢者等につきましては、

健康への影響が心配されますので、十分にご注意ください。 
市環境課 83-1120 

 
   ②注意喚起（1 日平均 70μg／㎥を超えると予想される場合）発令時の場合 

区分 周知文 

発令 

市火災・防災情

報メール 

本日、微小粒子状物質（PM2.5）が基準値を超える恐れがあ

ります。特に、呼吸器系等疾患のある人、こども、高齢者等は次

の点に十分注意しましょう。 
①不要不急の外出 
②屋外での激しい運動 
③長時間にわたる換気や窓の開閉 
市環境課 83-1120 

防 災 行 政 無

線・広報車 

 こちらは、防災那須烏山（市の広報車）です。 
本日、微小粒子状物質（PM2.5）が基準値を超える恐れがあ

ります。特に、呼吸器系等疾患のある人、こども、高齢者等は、

不要不急の外出、屋外での激しい運動、長時間にわたる換気や窓

の開閉にご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式１ 
光化学スモッグ被害届受理書 

 
（人体被害：一般用） 

年  月  日 

受理日時 月  日  時  分 受理者  

届出者 

住所 
 
氏名（団体名） 
 
職業 

被害を受けた

場所 
那須烏山市         丁目    番    号 

被害を受け 
た日時 

年   月   日   時   分 

被害者 

個人 氏名 
 

（男・女） 
年齢   歳 職業 

 

集団 名称 
 

人員 
男     人 
女     人 
計     人 

被害時の状況 

 

症  状 

１．目がチカチカした。目が痛かった。涙が出た。     名 
２．のどが痛かった。 
３．せきが出た。 
４．息苦しかった。 
５．めまいがした。 
６．その他 

処  理 

１．医師の診察の有・無 
  有の場合は病院名（               TEL     ） 
２．その他 
 

備  考 

 

 
 



別記様式２ 
光化学スモッグ被害届受理書 

 
（人体被害：学校用） 

年  月  日 

受理日時 月  日  時  分 受理者  

学校名 
那須烏山市立         学校 
 
連絡先：   

発信者  校長名  

被害を受け 
た日時 

年   月   日   時   分 

在籍児童 
・生徒数 

名 学級数  

被害を受けた

児童・生徒の数 

学年組 男子 女子 計 

 名 名 名 

 名 名 名 

 名 名 名 

計 名 名 名 

被害の主な 
発生場所 

 

症  状 

１．目がチカチカした。目が痛かった。涙が出た。     名 
２．のどが痛かった。 
３．せきが出た。 
４．息苦しかった。 
５．めまいがした。 
６．その他 

教育委員会及

び学校のとっ

た措置などの

特記事項 

１．医師の診察の有・無 
  有の場合は病院名（               TEL     ） 
２．その他 
 

 



別記様式３ 
光化学スモッグ被害届受理書 

 
（植物被害） 

年  月  日 

受理日時 月  日  時  分 受理者  

届出者 

住所 
 
氏名 
 
職業 

被害発生場所 那須烏山市         丁目    番    号 

被害発生日時 年   月   日   時   分 

被害を受けた

植物 
名称 

 

数量 

 

被害時の状況 

 

被害発生場所の付近状況図（道路・地形・建築物等） 

 



◆医療機関に関する連絡先一覧 

医療機関名 住   所 電  話 ＦＡＸ 

阿久津クリニック 金井２－１－６ ８３－２０２１ ８２－２０２１ 

大野医院 中央３－８－４ ８４－３５１３   

金井医院 南２－９－１６ ８３－１１６６ ８３－１１６７ 

医療法人薫会 烏山台病院 滝田 1８６８－１８ ８２－２７３９ ８２－２７６２ 

近藤クリニック 野上６３７－２ ８３－２２５０ ８３－２３７３ 

那須烏山市国民健康保険     

境診療所 
上境２４０ ８２－２２９２ ８２－２２９２ 

佐野医院 中央２－１１－１７ ８４－１６１６ ８４－１７０２ 

医 療 法 人 研 精 会         

滝田内科医院 
金井１－１３－５ ８２－２５４４ ８３－１５５０ 

滝童内医院 金井２－１７－１０ ８２－２１７５ ８２－２１７５ 

南那須地区広域行政事務組

合立  那須南病院 
中央３－２－１３ ８４－３９１１ ８４－３９１５ 

那須烏山市国民健康保険      

七合診療所 
中山１３７－１ ８２－２７８１ ８２－２７８１ 

医療法人洋和会 水沼医院 金井１－１４－８ ８４－０００１ ８４－０００２ 

山野クリニック 中央２－４－３ ８４－３８５０ ８４－３８５０ 

医 療 法 人 社 団 竹 山 会       

南那須青木医院 
鴻野山２１２－２ ８８－６２１１ ８８－１０２５ 

那須烏山市 熊田診療所 熊田５５５ ８８－２１３６ ８８－２１７５ 

医療法人社団新生会 

塩谷医院 
田野倉１８３ ８８－２０５５ ８８－０１１１ 

林田医院 大金２１２－４ ８８－２０５６ ８８－２０４８ 

 

 

 

 

資料１ 



◆高齢者福祉施設に関する連絡先一覧 

医療機関名 住   所 電  話 ＦＡＸ 

大金の里 田野倉５２８－２ ８８－５５８０ ８８－２０２１ 

介護老人保健施設  

富士山苑 
滝田１８６８－２８ ８４－１５８８ ８４－１６８８ 

烏山ケアステージとちの木 神長４８７－５ ８０－０８１８ ８４－３８３８ 

くまだ機能訓練 

デイサービスホーム 
熊田９２５ ８８－５０２３ ８８－５０２３ 

デイホーム介護ファミリー 神長２８２－１ ８２－３００５ ８２－３００５ 

特別養護老人ホーム愛和苑 三箇１８３－１ ８８－０３１１ ８８－０３１２ 

特別養護老人ホーム敬愛荘 滝田１８６７－３ ８４－１１７６ ８４－１１９０ 

那須烏山市社会福祉協議会 田野倉８５－１ ８８－７８８１ ８８－９７４７ 

那須烏山市地域包括支援セン

ター 
田野倉８５－１ ８８－７１１５ ８８－６０６９ 

那須南農業協同組合 那珂川町白久１０ ９６－６１７６ ９６－５９９７ 

ほっとからすやま 野上１６２３－１ ８０－０５１５ ８０－０５１６ 

南那須老人保健施設 鴻野山２１２－２ ８８－６２１３ ８８－１０２５ 

寄り処堀ノ内 三箇２８２５－３ ８８－８０３０ ８３－８０３１ 

デイホームおとなりさん 野上３５８ ８０－０６０５ ８０－０６０７ 

訪問介護ステーション 

あい 

金井１－２－５－９ 

ベンチャープラザ那須烏山 
８３－８０３５ ８３－８０３５ 

聖園ヨゼフ老人ホーム 南１－２８０６－１ ８２－２５７８ ８２－２５１１ 

特別養護老人ホーム 

あいぜん 
上境４５８ ８３－８１３２ ８０－０１８１ 

認知症高齢者グループホーム

ふげん 
大桶１０８５－２ ８２－００６７ ８２－００６８ 

認知症高齢者グループホーム 

さらい 
滝田１７６２－２ ８３－８２１５ ８３－８２１６ 

老人憩いの家やすらぎ荘 初音９－７ ８２－２２１６ － 

資料２ 



◆社会福祉施設に関する連絡先一覧 

医療機関名 住   所 電  話 ＦＡＸ 

保健福祉センター 田野倉８５－１ ８８－７１１５ ８８－６０６９ 

社会福祉センター 初音９－７ ８４－１２９４ ８４－１３７６ 

南那須地区広域行政事務組合

総合健康管理センター 
中央２－１７－１２ ８４－１８２７ ８４－１８２７ 

大和久学園 南大和久９５６－２ ８８－２０４１ ８８－９６９６ 

大和久育成園 南大和久９５６－２ ８８－２０４１ ８８－９６９６ 

大和久烏山寮 旭１－１８－８ ８３－２５０５ ８３－２５０５ 

就労支援事業所いっぴ 藤田１，０５５－１５ ８８－１２７７ ８８－１２７７ 

みつわ工房 月次６０５ ８８－９０１６ ８８－９３９０ 

あすなろ 中央２－１７－１３ ８２－３１４１ ８３－８６８１ 

くれよんクラブ 初音９－７ ８４－１２９４ ８４－１３７６ 

くれよんスクール 中央２－１７－１２ ８４－１８２７ ８４－１８２７ 

やみぞひまわり 南１－１３－１２ ８４－１６６７ ８４－１６６７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 



◆幼稚園・保育園に関する連絡先一覧  

医療機関名 住   所 電  話 ＦＡＸ 

にこにこ保育園 岩子１５２－１ ８８－５２５２ ８８－１５２５ 

七合保育園 大桶８７０ ８２－２７０９ ８２－２７０９ 

すくすく保育園 野上７０３ ８２－２３５９ ８３－８１００ 

烏山保育園 中央２－３－５ ８２－３３７２ ８２－３５１７ 

宮原保育園 宮原４５２ ８２－２４６９ ８２－２６０７ 

みどちゃん保育園 金井１－５－１６ ８４－２７０７ ８４－２７０７ 

つくし幼稚園 東原５０ ８８－２１３１ ８８－０１６６ 

烏山みどり幼稚園 金井１－５－１６ ８２－３０８９ ８２－３０８９ 

烏山聖マリア幼稚園 南１－９－１９ ８２－３３５７ ８２－３３７４ 

 

◆放課後児童クラブに関する連絡先一覧  

医療機関名 住   所 電  話 ＦＡＸ 

烏山放課後児童クラブ  ８４－０８９９ ８４－０８９９ 

七合放課後児童クラブ  ８２－２８６０ ８２－２８６０ 

境放課後児童クラブ  ８３－２７７２ ８３－２７７２ 

江川放課後児童クラブ  ８８－７８３１ ８８－７８３１ 

荒川放課後児童クラブ  ８８－９３１０ ８８－９３１０ 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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グ対策要綱第5条の規定に

基づく別図第1から抜粋
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